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事業承継税制で税負担を軽減できる
「特例承継計画」の提出期限が延長されました！

～認定支援機関で対応できます～

・各種補助金申請
・経営改善計画書の作成
・創業支援
・優遇金利での資金調達  など ▲ 動画でも ▲

ご視聴できます

佐園達哉税理士事務所からNewsLetterを配信！ 2025年12月号

「事業承継の準備が進んでいない、後継者の負担を減らしたい、税負担を抑えたい」こうしたお悩みをお持ちの経
営者さまにとって、特例承継計画の提出期限（令和8年3月末）は引き続き重要です。現在、この期限の延長が要
望されており、制度動向は見逃せません。まずは自社の承継計画を改めて確認するタイミングです。

事業承継は、早めの準備が成功のカギです。迷う前に、まずは当事務所までご相談ください！

事業承継税制とは？

事業承継税制は、中小企業の事業承継を支援する制度です。

後継者が会社を引き継ぐ際に発生する相続税や贈与税の負担を

軽減し、次世代へのスムーズな事業承継をサポートします。

手続きのフロー ～税制適用までの流れ～

事業承継税制を活用する3つのメリット

1.税負担の軽減

相続税・贈与税の納税猶予

や免除が可能。

2.資金繰りの改善

税負担が軽減され、事業資

金を確保しやすくなる。

3.事業の継続性

後継者が安心して事業を

引き継ぐことができる。

事業承継税制の特例措置を利用するためには特例承継計画を提出すること

株式等を承継するまでの期間における事業計画、後継者が株式等を取得した後の５年間の事業計画等を記載した計画で、認定

経営革新等支援機関の指導及び助言を受けたものをいいます。特例承継計画を提出することで、自社株の贈与税、相続税の承

継時の納税を全額猶予、一定の要件を満たせば、猶予税額は免除となります。

1. 事前に「特例承継計画」の提出が必要

認定支援機関などの専門家のサポートを受けながら会社が自ら作成し、平成30年4

月1日から令和8年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出。（様式は中小

企業庁ホームページに掲載）

2. 10年間限定の特例措置

特例承継計画を提出した事業者で、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、

贈与・相続により会社の株式を取得した経営者が対象になります。

① 特例承継計画の
策定・確認申請

2026年3月31日まで

② 事業継承
（贈与・相続）

2027年12月31日まで

③ 認定申請
（申告期限の2ヶ月前までに）

④ 税務署へ申告
（認定書と申告書等を提出）

⑤ 都道府県及び税務署
へ毎年報告

（税務申告後5年以内）

⑥ 税務署へ3年に
1度報告
（6年目以降）

納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、
「税務署への申告」の手続が必要となります。

こんな方におススメ！

◆ 後継者は決まっているが、

具体的な進め方が分から

ない

◆ 株式評価が高く、相続税・

贈与税の負担に不安があ

る

◆ 事業承継の資金対策を考

えたい

◆ “計画だけ先に出しておき

たい”が社内に詳しい人材

がいない

〒675-0010 加古川市野口町良野242番1の3ｵﾌｨｽ松風101号室

佐園達哉税理士事務所 （認定経営革新等支援機関） 

TEL：079-429-6623 FAX：079-429-6624


	スライド 1

